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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】令和2年9月3日(2020.9.3)

【公開番号】特開2019-202722(P2019-202722A)
【公開日】令和1年11月28日(2019.11.28)
【年通号数】公開・登録公報2019-048
【出願番号】特願2018-100546(P2018-100546)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｗ  30/09     (2012.01)
   Ｇ０１Ｃ  21/26     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/16     (2006.01)
   Ｂ６０Ｗ  30/095    (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｗ   30/09     　　　　
   Ｇ０１Ｃ   21/26     　　　Ａ
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｄ
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｅ
   Ｂ６０Ｗ   30/095    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年7月21日(2020.7.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両（Ｍ１）に搭載されて前記自車両を制御する車両制御装置（１０、１０ａ）であ
って、
　前記自車両が走行する交差点（Ｃｒ１、Ｃｒ２、Ｃｒ３）の情報を検出する交差点情報
検出部（２０、２０ａ）であって、前記自車両の走行経路（Ｐａ１）を検出する走行経路
検出部（２１）と、前記走行経路と交差する交差道路（Ｐａ２、Ｐａ３）を検出する交差
道路検出部（２２）と、を有する交差点情報検出部と、
　前記交差点での前記自車両の移動を伴う動作の予定を検出する動作検出部（３０）と、
　前記動作を実行可能な状況となるまで前記交差点で前記自車両を待機させる待機位置（
ＳＰ）、を設定する待機位置設定部（５０）と、
　前記交差点における前記走行経路の信号機（Ｓｇ１）の状態が赤信号となるまでの間に
前記自車両が前記動作を実行可能か否か、を判定する判定部（４０）と、
　を備え、
　前記交差点情報検出部は、前記走行経路と前記交差道路との重複位置における前記走行
経路の停止線（ＳＬ）を検出する停止線検出部（２４ａ）を有し、
　前記待機位置設定部は、前記交差道路を走行する他車両（Ｍ２）の走行が、前記待機位
置で停止した前記自車両によって妨げられない位置を、前記待機位置として設定し、
　前記待機位置設定部は、検出された前記走行経路と前記交差道路との重複位置（Ｏｖ、
Ｏｖ２、Ｏｖ３）よりも前記走行経路において手前の位置を、前記待機位置として設定す
るものであって、
　前記待機位置設定部は、前記自車両が前記動作を実行可能でないと前記判定部により判
定された場合、前記待機位置を設定し、
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　前記待機位置設定部は、前記自車両が前記動作を実行可能であると前記判定部により判
定された場合、検出された前記停止線を前記待機位置として設定する、
　車両制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両制御装置において、
　前記待機位置設定部は、前記動作の予定として対向車線（Ｌｎ４）を横切らない右左折
が検出された場合、前記待機位置を設定しない、
　車両制御装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の車両制御装置において、
　設定された前記待機位置に前記自車両を誘導する誘導部（２００）をさらに備える、
　車両制御装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本開示の一形態によれば、車両制御装置（１０、１０ａ）が提供される。この車両制御
装置は、自車両（Ｍ１）に搭載されて前記自車両を制御する車両制御装置であって；前記
自車両が走行する交差点（Ｃｒ１、Ｃｒ２、Ｃｒ３）の情報を検出する交差点情報検出部
（２０、２０ａ）であって、前記自車両の走行経路（Ｐａ１）を検出する走行経路検出部
（２１）と、前記走行経路と交差する交差道路（Ｐａ２、Ｐａ３）を検出する交差道路検
出部（２２）と、を有する交差点情報検出部と；前記交差点での前記自車両の移動を伴う
動作の予定を検出する動作検出部（３０）と；前記動作を実行可能な状況となるまで前記
交差点で前記自車両を待機させる待機位置（ＳＰ）、を設定する待機位置設定部（５０）
と；前記交差点における前記走行経路の信号機（Ｓｇ１）の状態が赤信号となるまでの間
に前記自車両が前記動作を実行可能か否か、を判定する判定部（４０）と；を備え；前記
交差点情報検出部は、前記走行経路と前記交差道路との重複位置における前記走行経路の
停止線（ＳＬ）を検出する停止線検出部（２４ａ）を有し；前記待機位置設定部は、前記
交差道路を走行する他車両（Ｍ２）の走行が、前記待機位置で停止した前記自車両によっ
て妨げられない位置を、前記待機位置として設定し、前記待機位置設定部は、検出された
前記走行経路と前記交差道路との重複位置（Ｏｖ、Ｏｖ２、Ｏｖ３）よりも前記走行経路
において手前の位置を、前記待機位置として設定するものであって、前記待機位置設定部
は、前記実行可能でないと前記判定部により判定された場合、前記待機位置を設定し、前
記待機位置設定部は、前記実行可能であると前記判定部により判定された場合、検出され
た前記停止線を前記待機位置として設定する。
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